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　杉並区の消費者センターに寄せられる相談で最も多いのが、賃貸アパート・マンション等のトラ
ブルです（令和６年度）。入学・卒業と就職・転勤が重なるこの時期、賃貸住宅を借りるとき、退去
するときの注意点を知っておきましょう。

賃貸住宅を借りるとき、退去するとき
新生活 ここに注意！

＊原状回復とは
　賃貸住宅においての現状回復義務は、借主の故意や過失によって生じた住宅の汚損、破損、
無断の現状変更をしたときに、借主が負担する責任を言います。通常の使用で生じた損耗、
日照による色あせ、家具によるカーペットのへこみ等は自然損耗とみなされ、そのまま貸主
に返還すればよいとされています。

●部屋の条件や周辺環境を考えて物件を探す
●現地を確認する（物件の内見）
●入居申し込みをして重要事項説明＊を受ける

　宅地建物取引（不動産）業者は契約前に重要事項説明に併せて、別途書面を交付して、説明をする
ように義務付けられています。

賃貸住宅の契約に関する一般的な流れ

＊重要事項説明＆契約

　東京都では賃貸住宅紛争防止条例で、宅建業者が説明する具体的な内容を次のとおり定めています。

　　❶退去時における住宅の損耗等の復旧について（原状回復の考え方）
　　❷入居中の修繕の基本的な考え方について
　　❸実際の契約における賃借人の負担内容について（特約の有無や内容など）　
　　❹入居中の設備等の修繕及び維持管理に関する連絡先
　ガイドラインでは、トラブル防止のために知っておきたい「退去時の敷金精算」「入居期間中の修繕
に関する費用の負担原則」「賃貸借契約や住まい方で注意すべきこと」などを説明しています。

賃貸住宅紛争防止条例 ＆ 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
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相談事例
入居前
　賃貸マンションを借り、敷金などを
支払ったが、入居できなくなったため、
解約を申し出たら、清掃費用以外は返
金できないと言われた。

退去時
　4年間居住した賃貸アパートを退去し
た。退去後の立ち合いをし、相手方か
ら問題ないと言われていたが、その後
原状回復＊費用を請求された。覚えの
ない箇所もあり、納得できない。

●契約手続きをする
●物件の引き渡しを受けて入居する
●必要に応じて更新の手続きをする

●管理会社に退去の連絡をする
●部屋を明け渡し、退去する
●原状回復費用等の精算をする

杉並区立消費者センター 検索

商品の購入、契約などについてトラブルが起きたとき、迷ったときなどお気軽にご相談下さい！

消費者講座のご案内消費者講座のご案内消費者講座のご案内消費者講座のご案内消費者講座のご案内

●杉並区立消費者センター
　　☎ ０３－３３９８－３１2１
              午前９時～午後４時
　　  杉並区在住の方がご利用いただけます

●東京都消費生活総合センター
　　☎ ０３－３２３５－１１５５
              午前９時～午後５時

杉並区立消費者センターでは、東京都と共同で
下記日程の特別相談を実施します。

相談は無料です。まずはお電話でご相談ください。

消費者へのアドバイス

相 談 事 例

海外に行く時はご注意を！海外に行く時はご注意を！
こんな相談がありました!!

～E STA等の電子渡航認証トラブル～～E STA等の電子渡航認証トラブル～

　借金返済などでお困りの方。専門家に相談す
ることで必ず解決できます。一人で悩まずご相
談ください。

　脱毛、副業、マルチ、定期購入、ＳＮＳきっか
けのトラブルなど、さまざまな相談をお受けし
ます。

若者トラブル110番　3月9日㈪・10日㈫

　ハワイ旅行のためにESTAを申請しようと、インターネットで「ESTA　申請」と検索し、一番
上に表示されたサイトで申請した。後日、クレジットカードの履歴を見たら、4万円という高額な
金額が請求されていた。驚いて手続きしたサイトを確認したところ、申請代行業者だと分かった。
取り消したいと申し出たが、申請手続き後のキャンセルはできないと言われてしまった。

　近年、海外に渡航する際に、アメリカのESTA、カナダのeTA、イギリスのETA等、電子渡航
認証の事前申請が必要な国が増えています。いずれの国も、公式サイトから申請できますが、イン
ターネット検索で上位に表示されたサイトを公式サイトと思い込んで申し込み、高額な請求をされ
たという相談が寄せられています。
●インターネット検索で上位にあるサイトが公式とは限りません。中には、公式サイトに似たデザインの
ものもあり、申請代行業者だと気付かないケースがみられます。渡航が決まったら、渡航先の大使館の
ホームページで、申請方法や費用、申請する公式サイトのURLを確認しましょう。

●申請代行サイトで申し込むと、手数料がかかるため、公式サイトでの申請より高額となります。利用規
約に「申請後のキャンセルには応じない」旨が記載されているサイトも多く、このような場合、返金は
大変困難です。手続きが完了する前であればキャンセルできる場合もありますが、この場合でもキャン
セル料が発生することがあります。

●困ったときは、消費者センターにご相談ください。

特別相談を実施します

「弁護士に学ぶ！消費者法の基礎と
　　　　　契約、クーリング・オフ」

「いざというときに！
　　　　　　　害虫駆除の基礎知識」

日　程；3月24日㈫　午後2時～4時
講　師；虎ノ門市民法律事務所
　　　　　　　　　弁護士　山口　諒
定　員；32名（申込順）
申込受付開始；3月2日㈪　午前8時30分～

日　程；4月23日㈭　午後2時～4時
講　師；東京都ペストコントロール協会　講師
定　員；32名（申込順）
申込受付開始；4月1日㈬　午前8時30分～

場　所；ウェルファーム杉並3階　第1・2教室
電話で消費者センター（03-3398-3141）へ

多 重 債 務 110番　3月2日㈪ ・ 3日㈫



出典： 国民生活センター、東京都住宅政策本部

◆物件探しでは、ゴミ出しや騒音を含む周辺環境の情報を集め、部屋を内見しましょう。

◆契約する前に、どこに記載されているかを確認しながら契約内容をよく聞き、不明な点や気になること
は質問し、理解・納得した上で契約しましょう。

◆入居時には貸主側の立ち合いのもと賃貸物件の現状をよく確認し、記録・画像を残しましょう。

◆入居中にトラブルが起きたらすぐに貸主側に相談しましょう。

◆退去前に賃貸借契約書や国土交通省の「原状回復におけるトラブルとガイドライン」を読みましょう。

◆退去時には精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

 　賃貸住宅の原状回復トラブル回避は、借りるときから始まってい
ます。入居時・退去時に貸主側立ち合いのもと部屋の状況を確認し、
記録や画像を残しましょう。

　杉並区消費者グループ連絡会は、消費者問題、環境問題について活動するグループや生協など９団体で
構成されており、学習会や上映会を開催し、環境や食をめぐる問題について考えています。
　また、毎月の定例会では消費者センターと保健所から消費者トラブルや食中毒、感染症などの情報提供
があり、意見の交換を行なっています。

　2024年夏、コメが市場に不足し価格が高騰したことの背景が解
説されました。ここ30年来コメ需要の減少と低価格で稲作農家は
苦境にあり、コメの小売価格が上がっても農家に還元されることは
ありません。また備蓄米の仕組みと食糧法の規定や今回の放出の内
訳などの説明がありました。農家の高齢化と後継者不足は深刻であ
り、都市住民は、購入・消費にとどまらない農業とのかかわりの必
要性を考えさせられました。

（講師　榊田 みどりさん 農業ジャーナリスト）

　「サイレントフォールアウト」は、アメリカの1951年からの約
100回の核実験によりアメリカ全土が放射能汚染されているという
内容の映画です。子供の抜けた乳歯を集めて放射能の影響を調査す
る運動が大統領を動かし地上実験は中止されました。アメリカとソ
連をはじめとする核実験による放射能汚染は全世界に及び現在に
至っています。

(講師　村田 くみさん サイレントフォールアウト・
プロジェクトマネージャー )

　米国、中南米から輸入される大豆、トウモロコシ、菜種の95％
以上が遺伝子組み換え作物です。現在ゲノム編集食品で市場に出
回っているのは、ハイギャバトマトのみで、魚に関してはゲノム編
集された真鯛やトラフグの養殖が行われている情報がありますが、
市場に出ているかは確認できていません。
　今後豚肉やコメにもゲノム編集が適用される動きがあります。ゲ
ノム編集を知らなかった参加者もおり、食をめぐる国内や海外の動
きについて学習し食の安全について考える機会となりました。

（講師　印鑰 智哉さん　　OKシードプロジェクト事務局長）

●給食には有機農産物の導入
●公共施設での石けん洗剤の使用
●紙おむつのリサイクルの現況について
●核兵器禁止条約の批准を日本政府に働きかけを
以上4点を要望しました。

2025年2025年 杉並区消費者グループ連絡会活動報告杉並区消費者グループ連絡会活動報告

・玄関・廊下

・台所

・浴室

・洗面所

・トイレ

・居間などの他の部屋

洋　室
　　 部　位
フローリング
壁（クロス）
天井（クロス）
窓ガラス
網　戸
雨　戸
サッシ
カーテンレール
コンセント

損耗の有無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

写真 No状　況

３月１５日（土） 学習会「日本の農業とコメ」

５月３１日（土） 「サイレントフォールアウト」上映会と制作者のお話

９月２０日（土） 学習会「ゲノム編集食品の今」

１１月６日（木） 令和８年度予算要望書を区長に提出

チェックする物件の他の場所チェックする物件の他の場所

物件引き渡し時の状況確認

賃貸物件を借りるとき退去するときの注意点
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●原状回復費用等の精算をする

杉並区立消費者センター 検索

商品の購入、契約などについてトラブルが起きたとき、迷ったときなどお気軽にご相談下さい！

消費者講座のご案内消費者講座のご案内消費者講座のご案内消費者講座のご案内消費者講座のご案内

●杉並区立消費者センター
　　☎ ０３－３３９８－３１2１
              午前９時～午後４時
　　  杉並区在住の方がご利用いただけます

●東京都消費生活総合センター
　　☎ ０３－３２３５－１１５５
              午前９時～午後５時

杉並区立消費者センターでは、東京都と共同で
下記日程の特別相談を実施します。

相談は無料です。まずはお電話でご相談ください。

消費者へのアドバイス

相 談 事 例

海外に行く時はご注意を！海外に行く時はご注意を！
こんな相談がありました!!

～E STA等の電子渡航認証トラブル～～E STA等の電子渡航認証トラブル～

　借金返済などでお困りの方。専門家に相談す
ることで必ず解決できます。一人で悩まずご相
談ください。

　脱毛、副業、マルチ、定期購入、ＳＮＳきっか
けのトラブルなど、さまざまな相談をお受けし
ます。

若者トラブル110番　3月9日㈪・10日㈫

　ハワイ旅行のためにESTAを申請しようと、インターネットで「ESTA　申請」と検索し、一番
上に表示されたサイトで申請した。後日、クレジットカードの履歴を見たら、4万円という高額な
金額が請求されていた。驚いて手続きしたサイトを確認したところ、申請代行業者だと分かった。
取り消したいと申し出たが、申請手続き後のキャンセルはできないと言われてしまった。

　近年、海外に渡航する際に、アメリカのESTA、カナダのeTA、イギリスのETA等、電子渡航
認証の事前申請が必要な国が増えています。いずれの国も、公式サイトから申請できますが、イン
ターネット検索で上位に表示されたサイトを公式サイトと思い込んで申し込み、高額な請求をされ
たという相談が寄せられています。
●インターネット検索で上位にあるサイトが公式とは限りません。中には、公式サイトに似たデザインの
ものもあり、申請代行業者だと気付かないケースがみられます。渡航が決まったら、渡航先の大使館の
ホームページで、申請方法や費用、申請する公式サイトのURLを確認しましょう。

●申請代行サイトで申し込むと、手数料がかかるため、公式サイトでの申請より高額となります。利用規
約に「申請後のキャンセルには応じない」旨が記載されているサイトも多く、このような場合、返金は
大変困難です。手続きが完了する前であればキャンセルできる場合もありますが、この場合でもキャン
セル料が発生することがあります。

●困ったときは、消費者センターにご相談ください。

特別相談を実施します

「弁護士に学ぶ！消費者法の基礎と
　　　　　契約、クーリング・オフ」

「いざというときに！
　　　　　　　害虫駆除の基礎知識」

日　程；3月24日㈫　午後2時～4時
講　師；虎ノ門市民法律事務所
　　　　　　　　　弁護士　山口　諒
定　員；32名（申込順）
申込受付開始；3月2日㈪　午前8時30分～

日　程；4月23日㈭　午後2時～4時
講　師；東京都ペストコントロール協会　講師
定　員；32名（申込順）
申込受付開始；4月1日㈬　午前8時30分～

場　所；ウェルファーム杉並3階　第1・2教室
電話で消費者センター（03-3398-3141）へ

多 重 債 務 110番　3月2日㈪ ・ 3日㈫


